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新型コロナウイルス感染拡大に備えた委託研究費の概算払い請求について（協力依頼） 

 

平素より当機構の各事業に対して格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、令和２年度委託研究契約については、研究計画が確定した課題について順次委託研究契約書を作

成し、３月下旬より各研究機関へ送付をしている状況です。 

一方、今般の新型コロナウイルス感染症については一部報道にもありますとおり、今後の状況次第では、政

府や地方自治体の方針により都市封鎖等の追加措置が取られる可能性が出てまいりました。その場合には、

当機構の業務も一定期間停止する可能性があります。 

当機構といたしましては、できる限り速やかな委託研究費の概算払いを行うことで各研究機関への入金が

遅延することを防止ししたく考えております。 

委託研究費の支払いについては、その方法と請求時期・金額について、委託研究契約書送付の際にご案

内(事務連絡「委託研究費の請求について（依頼）」)を同封しております。 

つきましては、研究機関におかれまして当該ご案内に従い、可能な限り速やかに委託研究契約書を返送い

ただくとともに、合わせて概算払い請求書のご手配・ご送付をお願いします。 

 

記 
 

１．対象事業及び研究タイプ 

（１）未来社会創造事業 探索加速型・大規模プロジェクト型・ACCEL 

（２）戦略的創造研究推進事業 

CREST・さきがけ・ERATO・ACCEL・ALCA・RISTEX・ACT-I・ACT-X・AIP 加速 PRISM研究・AIP 加速課題 

（３）研究成果展開事業 A-STEP・産学共創・S-イノベ・START・OPERA 

（４）戦略的国際共同研究プログラム他 

SICORP（CONCERT-Japan、e-ASIA JRP 含む）・日本－台湾研究交流・ベルモントフォーラム 

（５）地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS) 

（６）ライフサイエンスデータベース統合推進事業 

バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC） 

（７）戦略的イノベーション創造プログラム第２期(SIP2) 

（８）持続可能開発目標達成支援事業(aXis) 
 
 

２．補足 

（１）概算払い請求書につきましては、機構において適正な請求であるか内容を確認した上で支払いの手

続きを進めます。なお、概算払いされた委託研究費は、委託研究以外の使途には使用できません。 

（２）委託研究契約書送付時の案内(事務連絡「委託研究費の請求について（依頼）」)で、精算払いになる 

旨をご連絡した研究機関については、概算払い対応はできません。ご了承ください。 

 

 なお、当機構の業務が一定期間停止する状況となった場合、請求書の受領ができないため、委託研究費の

支払いについて遅延することが想定されますので、その際には別途お知らせいたします。 

 

【概算払請求書送付先・本件お問い合わせ先】 

〒102-0076 東京都千代田区五番町７ Ｋ’ｓ五番町 

  国立研究開発法人科学技術振興機構  契約部研究契約室 

  電話番号：03-3512-3545  e-mail：keiyaku@jst.go.jp 
（※）お急ぎの場合を除き、ご連絡は極力電子メールでお願いします。 

 

 

以上 
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